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四日市市自転車競走制裁審議会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３１年４月２６日 

                      四日市市長  森  智 広 

四日市市自転車競走制裁審議会規程の一部を改正する規程 

四日市市自転車競走制裁審議会規程（昭和２７年四日市市規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

第４条 審議会は、開催執務委員の半数

以上出席しなければ開会することがで

きない。 

第４条 審議会は、開催執務委員の３分

の２以上出席しなければ開会すること

ができない。 

  

附 則 

この規程は、令和元年５月２日から施行する。 

（商工農水部けいりん事業課） 

 


